
令和６年度 結核健康診断報告書（沖縄県中部保健所管内）

（提出期限）
Q1 提出期限に間に合わない場合

回答1 健診結果が未到着等の理由で、提出期限に間に合わない場合は以下のとおりご報告ください。

①把握している情報を基に作成し、R7.2.28（金）17：00までにご報告ください。

②健診結果が到着次第、追加情報を合算し速やかに再度ご報告ください。

 ※3/1以降の報告方法はFAX又は郵送のみとなります。（Web報告の利用は2/28 17：00まで）

（入力方法）
Q2 入力手順が分かる資料はありますか。

回答2 資料を以下のURL（QRコード）に掲載していますので、参考にご覧ください。

Q3 報告した内容に修正がある場合はどうしたらいいですか。
回答3 ・以下のURL（又はQRコード）から再度の報告を行ってください。

・修正報告〆切　R7.2.28（金）17：00

・修正時以外は、再度の報告を行わないでください。（報告が２重となり、確認作業が煩雑になるため）

・R7.3.1以降に報告した内容に修正がある場合、FAX又は郵送で報告様式を送付してください。

※web報告の利用はR7.2.28で終了となります。

（メール）
Q4 メールアドレスがなくても報告できますか。

回答4 メールアドレスがなくてもWeb報告は可能です。

※受付完了メールは送信されません。

Q5 受付完了のメールが届きません。
回答5 ① 受付完了メールの内容は次のとおりです。

件名  R6 結核健康診断報告書 受付完了のご連絡

アドレス autoreply@kintoneapp.com
本文内容 受付完了連絡、報告内容の修正がある場合、保健所へ問い合わせ先、アンケートのご協力

② 主な対処法

・受信BOXの全てのフォルダ（迷惑メールフォルダ含む）を確認する。　

・上記アドレスの受信を許可する設定を行う。（恐れ入りますが、設定について保健所では分かりかねます）

③ 主な対処法を試しても受付完了のメールが確認できない場合。

・入力したアドレスが誤っている可能性があります。

・報告状況を確認しますので担当者までお問い合わせください。

電話　098-938-9701（平日9：00～16：00）　担当者　沖縄県中部保健所　健康推進班　西宮、桑江

（その他）

Q6 ネット環境がない場合、どのように報告したらいいですか。
回答6 FAX又は郵送でご報告をお願いします。

FAX 098-938-9779 ※報告様式のみ送付（送信票は不要）

郵送 〒904-2155　沖縄市美原1-6-28　沖縄県中部保健所　結核相談室　宛て

Q7 何度か試しましたが、うまくできません。
回答7 お試しいただきありがとうございます。

回答２の資料を確認しても難しい場合、お手数おかけしますが、FAX又は郵送にてご報告ください。

FAX番号等は回答６よりご確認ください。

※QRコードは(株)デンソーウェーブの登録商標です。

Web報告に関するQ＆A

https://www.pref.okinawa.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/031/8
51/webtejun.pdf

https://c3dc0601.form.kintoneapp.com/waiting/?_formCode=d4799d302471d
27ba6172a2093e58e94714f471942cfcfb0baf283aae40509bd

Web入力手順

Web報告
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結核定期健康診断 よくある質問 Q&A 
 
（提出期限） 
Q1．提出期限に間に合わない場合はどうすればいいですか？ 
 →A1．健診結果が未到着等の理由で、提出期限（2/28）に間に合わない場合は以下のと

おり報告をお願いします。 
 

・把握している情報を基に作成し、2/28 までにご報告ください。 
・健診結果が到着次第、追加情報を合算し速やかに再度ご報告ください。 
  
 

（報告対象） 
Q2． パートやアルバイトの職員は報告対象になりますか？ 
 →A2 常勤、パート、派遣等、雇用形態及び年齢を問わず、従事している者は全員対象に

なります。（感染症法第 53 条の２に「それぞれ当該事業者の行う事業において業務
に従事する者」が対象とある）また、派遣労働者等からは、派遣元で実施した健診結
果の写しを提出してもらい、対象者数としてカウントします。 

 
 
Q3． 雇い入れる前に、すでに健康診断を受けた職員も実施しなければならないのですか？ 
  →A3 すでに、職員が他の事業所や住民健診、他院等により健康診断を受診した場合は、

改めて実施する必要はありません。本人から、健康診断の結果の写しを提出してもら
います。その結果内容を確認の上、対象者数としてカウントします。 

 
 
Q4．中途採用で入社時に健康診断を受診したため、当事業所が実施した健康診断を受けて

いない職員がいます。この場合は「未受診」となりますか？ 
 →A4．未受診とはならず、入社時に受診した健康診断の結果を反映させてください。 
 
 
Q5．退職した方は報告に含めますか？ 
 →A5．退職した方は対象者数に含めて、未受診者の欄に人数と理由（退職）を記載して報

告をお願いします。 
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（受診関係） 
Q6．職員が少なくて、健康診断の受診は個人に任せています。市町村での住民健診や人間

ドック、かかりつけ医院での結果を記入してもいいですか？ 
 →A6．本来、事業所が実施するものですが、結核定期健康診断以外に、人間ドック等健康

診断と称さない健診でも、年度内にエックス線検査を実施し、かつその健康診断の内
容を記載した健診結果、診断書又は証明書等を本人が事業所に提出した場合は、結核
定期健康診断とみなし、対象者数にそれぞれ含めます。 

 
   ※健康診断の受診は個人任せにせず、実施や受診勧奨を積極的に行ってください。 
 
Q7．仕事の都合、都合がつかない、特に何の症状もない、その他予約が取れなかった等の

理由で受診できない場合はどうすればよいですか？ 
 →A7．受診できない理由にはなりません。 

上記の理由等の場合、早めに予約を取るなど工夫・調整し、症状の有無に関わらず
確実に受診してください。 

 
   ※妊娠中、その他受診出来ない根拠理由がある場合は、報告書様式にある、 

未受診理由欄へ理由を記載します。 
 
 
（報告理由） 
Q8．何のために報告するのですか？ 
 →A8．結核の早期発見及び二次感染を防ぐ為です。 
    定期に（年に一回）健康診断を行うことにより、結核の早期発見、早期治療につな

げることを目的としています。※職種により、年に 2 回実施する方もいらっしゃい
ますが、感染症法では、１回分の報告でよいこととなっています。 

 
 
（法的根拠等） 
Q9．法的に提出する義務はありますか？ 
 →A9．感染症法第 53 条の７に「保健所長を経由して都道府県知事に報告」する義務につ

いて記載されています。 
 
Q10．事業者が健康診断を実施しなかった場合、罰則規定はありますか？ 

 →A10 感染症法には罰則規定はありませんが、実施は事業者の義務です。 
また、労働者を雇う事業者として、労働安全衛生法にて罰則規定があります。 
（法 120 条 50 万円以下の罰金） 
※労働安全衛生法の詳細については、労働基準監督署等へお問い合わせください。 

 


